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● 会計別の収支状況
会計名 予算現額（A） 収入済額（B） 収入率（B/A） 支出済額（D） 執行率（D/A）
一般会計 106億2,763万円 48億826万円 45.2% 34億4,604万円 32.4%
特別会計 72億3,918万円 22億5,414万円 31.1% 28億7,267万円 39.7%

水道事業
会　　計

収益的収入 4億3,686万円 2億1,622万円 49.5% ー ー
収益的支出 4億2,020万円 ー ー 1億5,363万円 36.6%
資本的収入 9,806万円 0万円 0.0% ー ー
資本的支出 2億9,700万円 ー － 5,068万円 17.1%

※特別会計とは、公共下水道事業・国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療の４会計を指します。

● 町債・一時借入金の状況
会計名 町債の現在高
一般会計 85億7,271万円

公共下水道事業特別会計 81億4,715万円
水道事業会計 7億8,370万円

※９月末時点では一時借入金はありませんでした。

● 財産の状況
区　分 面積および金額
土　地 1,616,020㎡
建　物 79,975㎡
基　金 26億779万円

　悪質電話の防止の
ため、自動通話録音
装置の無償貸与を始
めました。録音をア
ナウンスすることで
詐欺や勧誘の電話を
防止し、利用者の安
心・安全を守ってい
ます。

　町議会との共
催で、小中学生
が 議 員 と な っ
て、こども議会
を 開 催 し ま し
た。政治的教養
を育む教育の充
実と政治参加意
識の高揚を図り
ました。

　携帯電話やデジ
カメなど、小型家
電の回収ボックス
を町内６箇所に設
置しました。町民
の皆さんに協力し
ていただき、貴重
な資源の再利用に
努めています。

　小中学生を対象と
したグローバル・
キャンプを行いまし
た。外国人留学生を
招き、お互いの国の
文化などについて話
したり、織田幹雄さ
んや町の名所など海
田町の魅力を伝えたりしました。

　災害時に避
難場所となる
福祉センター
内の照明をＬ
ＥＤ照明に変
えました。電
力消費量を抑
えることがで
きるようにな
りました。

　広島市東部地区連続立体交差事業の
見直しを受けて、海田町内の都市計画
道路ネットワークの見直しを行います。

　町道70号線（砂走地内）、町道
21号線（新町地内）を老朽化な
どの対策として道路修繕します。

　６月22日の降雨により飯之山地
内で発生した里道などの崩落につ
いて、早急に復旧を行います。

平成28年度上半期の財政状況をお知らせします
　町民の皆さんに海田町の財政状況を知っていただくために、平成28年度予算について、9月末現在の状況を
お知らせします。詳細は財政課で閲覧できます。また、町ホームページの「行政情報」の中にも掲載しています。

問い合わせ　財政課　☎823−9201　蕭823−9203

　平成27年度決算に基づいた海田町の財政状況については、全会計において、国
が示す健全化基準をクリアしました。今後も、安定した運営に努めます。
　詳細は、町のホームページの「行政情報」の中に掲載しています。

財政状況の健全性に関する
指標の公表について

９月補正予算では、次のような事業を計上しました

上半期では次のような事業を実施しました

住民課　☎ 8 2 3 − 9 2 0 6 　蕭 8 2 3 − 9 6 2 7

広島南年金事務所　☎ 2 5 3 − 7 7 1 0年末調整・確定申告まで大切に保管してください

「医療費適正化にご協力をお願いします」

休日や夜間の受診を見直しましょう
　夜間などに急に具合が悪くなった場合、急病であれ
ば、夜間や休日に受診することも当然です。しかし、
急病でもないのに時間外や休日に受診すると医療費も
割高になるので注意が必要です。
　休日や診療時間外の受診は、初診料や再診料とは別
に割増料金が加算されるだけでなく、医師への負担に
もなります。緊急などのやむをえない場合以外はなる
べく避けましょう。

かかりつけ医をもちましょう
　自分や家族の病歴や普段の健康状態を把握してくれ

ている「かかりつけ医」がいると安心です。家族ぐる
みで信頼できる身近な医師を見つけ、気になることが
あれば、まずはかかりつけ医に相談する習慣をつけま
しょう。また、あらかじめ体調不良の場合の対処法な
どを聞いておき、適切な受診を心がけましょう。

重複受診はやめましょう
　同じ病気で複数の医療機関を受診したことはありま
せんか。「重複受診」は初診料や検査料の重複で医療
費が増加するだけでなく、同じ検査のやり直しや注
射・投薬の重複で体にも負担がかかります。何かあっ
た場合には、まずはかかりつけ医に相談しましょう。

　国民年金保険料は、所得税および住民税の申告に
おいて全額が社会保険料控除の対象となります。そ
の年の１月１日から12月31日までに納付した保険料
が対象です。
　この社会保険料控除を受けるためには、納付した
ことを証明する書類の添付が義務付けられています。
日本年金機構から「社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書」が送付されますので、年末調整や確定
申告の際には必ずこの証明書（または領収証書）を
添付してください。
　家族の国民年金保険料を納付した場合も、納付し
た本人の社会保険料控除の申告に加えることができ
ますので、家族あてに送られた控除証明書を添付し
て申告してください。

　税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん
不慮の事故など万一のときにも心強い味方となる制
度です。保険料は納め忘れのないようきちんと納め
ましょう。
　「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」につ
いての照会は、控除証明書のはがきに表示されてい
る番号に問い合わせてください。

送付対象者 送付時期

平成28年1月1日から9月30日までの間に国
民年金保険料を納付した人 11月上旬

平成28年10月1日から12月31日までの間に
今年はじめて国民年金保険料を納付した人

翌年
2月上旬

～｢社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が発行されます～

住民課　☎823−9206
蕭823−9627 

すでに健診を受診した人へ 
健診結果相談会（個別相談）

　健診の結果はいかがでしたか？
　皆さんの健診結果と生活について、個別相談を開催
しますので、ぜひ参加してください。
持参物◆健診結果票
申し込み◆開催日の前日までに電話で住民課へ
※1人30分程度の予約制です。

日　程 場　所 時　間

11月８日（火） 海田東公民館 13時30分～
15時30分

11月９日（水） 保健センター
10時～12時

12月６日（火） 福祉センター


